
 

 

 

 

＜各種記録請求・口座入金等＞   （消費税等を含む） 

  手数料種別 ご負担者 取扱手数料 

A 発生記録請求（債務者請求）【当行内】 債務者（支払企業） 330円 

B 発生記録請求（債務者請求）【他行宛】 債務者（支払企業） 660円 

C 発生記録請求（債権者請求）【当行内】 債権者（納入企業） 330円 

D 発生記録請求（債権者請求）【他行宛】 債権者（納入企業） 660円 

E 譲渡記録請求【当行内】 譲渡人 220円 

F 譲渡記録請求【他行宛】 譲渡人 330円 

G 分割譲渡記録請求【当行内】 譲渡人 330円 

H 分割譲渡記録請求【他行宛】 譲渡人 660円 

I 口座入金手数料 債権者（納入企業） 220円 

J 保証記録請求 債権者（納入企業） 330円 

K 変更記録請求（オンライン） 請求者 330円 

L 支払等記録請求 請求者 330円 

M 開示請求（通常請求） 請求者 0円 

       

＜融資関係＞   （消費税等を含む） 

  手数料種別 ご負担者 取扱手数料 

N 割引利用手数料 請求者 220円 

O 担保利用手数料 請求者 220円 

        

＜その他＞   （消費税等を含む） 

  手数料種別 ご負担者 取扱手数料 

P 変更記録請求（書面） 請求者 2,200円 

Q 開示請求（特例開示） 請求者 3,300円 

R 口座間送金決済中止手数料 請求者 880円 

S 支払不能情報照会手数料 請求者 3,300円 

T 買戻手数料 請求者 880円 

U 残高証明書発行手数料（定例発行） 請求者 1,650円 

V 残高証明書発行手数料（都度発行） 請求者 4,400円 

Ｗ 貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行手数料 請求者 1,650円 

X 承認仮パスワード再発行手数料 請求者 1,100円 

※ 「山梨中銀でんさいサービス」の初期契約料、基本利用手数料は不要です。   

※ 「山梨中銀でんさいサービス」のご利用には、原則として「山梨中銀Ｂｉｚダイレクト」のご契約が必要です。 

※ ＜融資関係＞は、別途、割引料または借入金利息がかかります。   

※ ＜その他＞は、店頭でのお手続きとなります。     

※ 「各種記録請求」を店頭でお手続きする場合には、所定の取扱手数料が必要です。 

 

「「山山梨梨中中銀銀ででんんささいいササーービビスス」」  各各種種取取扱扱手手数数料料  


